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（目的）             

第１条 この要綱は、区内中小企業等の企業活動を活性化させるための事業に係る経費の

一部を品川区産業活性化支援事業助成金（以下「助成金」という。）として交付すること

により、区内の活性化を図ることを目的とする。 

 （助成事業および助成経費） 

第２条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）および経費（以下

「助成対象経費」という。）は、別表に定めるもののうち区長が必要かつ適当と認めるも

のとする。 

 （助成対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者は、別表に定めるとおりとする。 

 （助成金の額） 

第４条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。 

 （助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、区長に対し、ポータルサイトを用いたオン

ライン方式による申請（以下「オンライン申請」という。）を行わなければならない。 

２ 前項のオンライン申請を行う場合には、次に掲げる事項を入力し、または当該事項を

確認することができる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 申請者の氏名および住所（法人にあっては、名称および代表者ならびに事業所の所

在地） 



 ⑵ 助成対象事業 

 ⑶ 助成対象事業の実施計画 

 ⑷ 助成対象経費およびその内訳 

 ⑸ 助成金の交付申請額 

 ⑹ その他区長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定にかかわらず、オンライン申請により難い事由がある場合は、助成金の

交付を受けようとする者は、助成金交付申請書（第１号様式）により区長に申請しなけれ

ばならない。 

 （助成金の交付・不交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかに当該申請の内容を審

査し、適当と認めるときは助成金交付決定通知書（第２号様式）により、不適当と認める

ときは助成金不交付決定通知書（第３号様式）により、当該申請者に通知するものとす

る。 

（助成金の前払い） 

第７条 前条の規定により交付決定通知書を受けた者（以下「交付対象者」という。）のう

ち、別表に定める新製品・新技術開発費助成、ソフトウェア開発費助成の助成金交付を受

けるものについては、助成金の前払いを交付決定額の５０％を限度として指定期日まで

に請求書（第４号様式）により区長に請求することができる。 

２ 区長は、前項の請求を受け、必要かつ適当と認めたときは、助成金の前払いをすること

ができる。 

 （助成事業の変更等） 

第８条 交付対象者は、助成対象事業の内容および助成対象経費の配分を変更し、または

助成対象事業を中止しようとするときは、オンライン申請によりあらかじめ区長からそ

の承認を受けなければならない。ただし、助成対象経費の各経費区分ごとの配分額の２

０％以内の額の変更については、この限りでない。 

２ 前項のオンライン申請を行う場合には、次に掲げる事項を入力し、または当該事項を

確認することができる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 申請者の氏名および住所（法人にあっては、名称および代表者ならびに事業所の所

在地） 

 ⑵ 実施事業名 

 ⑶ 中止または変更の理由 

 ⑷ その他区長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定にかかわらず、オンライン申請により難い事由がある場合は、助成対象

事業の内容および助成対象経費の配分を変更し、または助成対象事業を中止しようとす

る交付対象者は、あらかじめ助成対象事業変更（中止）承認申請書（第５号様式）を区長

に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、助成対象経費の各経費区分ごとの

配分額の２０％以内の額の変更については、この限りでない。 

４ 区長は、第１項または前項の申請を受理した場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認め

るときは、変更（中止）承認通知書（第６号様式）により交付対象者に通知するものとする。 

 （助成事業遅延等の報告） 

第９条 交付対象者は、助成対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れるときは、速やかに書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 （状況報告） 

第10条 交付対象者は、区長の求めがあったときは、助成対象事業の進行状況について、指

定期日までに書面により区長に報告しなければならない。 

 （実績報告） 



第11条 交付対象者は、助成対象事業が完了したとき（助成対象事業の中止の承認を受け

たときを含む。）または助成金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、区長

に対し、オンライン申請により速やかに実績の報告をしなければならない。ただし、区長

が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。 

２ 前項のオンライン申請を行う場合には、次に掲げる事項を入力し、または当該事項を

確認することができる書類を添付なければならない。 

 ⑴ 申請者の氏名および住所（法人にあっては、名称および代表者ならびに事業所の所

在地） 

 ⑵ 実施事業名 

 ⑶ 助成対象経費総額 

 ⑷ 助成金額 

 ⑸ 助成対象事業の実施内容および成果 

 ⑹ 助成対象事業の収支に関する事項 

 ⑺ 次条の規定により助成金の額が確定したときは、当該確定額を請求する旨 

 ⑻ その他区長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定にかかわらず、オンライン申請により難い事由がある場合は、交付対象

者は、助成対象事業が完了したとき（助成対象事業の中止の承認を受けたときを含む。）

または助成金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書

（第７号様式）およびその他必要と認める書類を区長に提出しなければならない。ただ

し、区長が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。 

 （助成金の額の確定） 

第12条 区長は、前条の規定による報告を受理した場合は、速やかに実績報告の内容を審査す

るものとする。その結果、助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内容およびこれに付

した条件に適合すると認めたときは、助成対象事業に要した実績額に応じて交付すべき

助成金の額を確定し、助成金交付確定通知書（第８号様式）により交付対象者に通知する

ものとする。 

 （助成金の交付） 

第13条 前条の規定により交付確定通知を受けた交付対象者への助成金の交付は、交付対象者が

指定した金融機関の口座に振り込む方法により速やかに行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表に定める助成のうち別に定めるものに係る交付確定通知を受

けた交付対象者は、指定期日までに請求書により助成金の交付を区長に請求しなければならな

い。ただし、第７条の規定において前払いを受けているときは、当該金額を除く金額について

請求するものとする。 

３ 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

 （決定の取消し） 

第14条 区長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定

および交付確定の全部または一部を取り消すことができる。 

 （１） 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 （２） 助成金を他の用途に使用したとき。 

 （３） 助成金の交付決定および交付確定の内容またはこれに付した条件その他の法令違

反したとき。 

（助成金の返還） 

第15条 交付対象者は、前条の規定により助成金の交付決定および交付確定の全部または

一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分についてすでに助成金の交付

を受けているときは、直ちに助成金を返還しなければならない。 

２ 交付対象者は、第12条の規定により助成金の額が確定された場合において、第７条の



規定によりすでにその額を超える助成金の交付を受けているときは、指定期日までに確

定額を超える助成金を返還しなければならない。 

 （違約金および延滞金） 

第16条 交付対象者は、前条第１項の規定により助成金を返還する場合において、返還す

べき助成金の交付を受けた日から当該返還金の完納の日までの期間の日数に応じ、当該

助成金の額（一部を返還した場合のその後の期間においては、既返済額を控除した額）に

つき年１０．９５％の割合で計算した違約金額（１００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）を加算して納付しなければならない。 

２ 交付対象者は、前条第２項の規定により確定額を超える助成金を返還する場合において、

指定期日まで返還しないときは、指定期日の翌日から当該返還金の完納の日までの期間の

日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５％の割合で計算した延滞金額（１００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。）を加算して納付しなければならない。 

 （検査） 

第17条 交付対象者は、区長が助成対象事業の運営および経理等の状況について検査を求

めた場合または助成対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならな

い。 

 （委任） 

第18条 この要綱の施行について必要な事項は、別に地域振興部長が定める。 

   付 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。 

   付 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

   付 則 

この要綱は、平成２０年６月１日から適用する。 

  付則 

この要綱は 平成２１年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は 平成２２年６月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は 平成２３年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は 平成２４年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は 平成２５年４月１日から適用する。 

  付則 

この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 



  付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年６月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和４年５月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和５年６月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



助成対象事業 具体的内容 助成金交付対象者 助成対象経費 助成金額 

競争力強化支援事

業 

①新製品・新技術開発費助成 

新製品、新技術を開発する際の企画・設計

から試作品製作までの経費の一部を助成

する。 

中小企業基本法に定められた中小企業

者のうち、製造業その他区長が認める

業種に属する事業を営むもの（以下「中

小製造業者等」という。）で、区内に１

年以上継続して主な事業所を置く見込

みのあるものおよびそのグル－プ。た

だし、次のいずれかに該当する企業（以

下「みなし大企業」という。）を除く。 

 ① 一つの大企業（中小企業以外の

者）が発行済み株式総数又は出資

総額の２分の１以上を単独に所有

又は出資している企業 

 ② 複数の大企業が発行済み株式総

数又は出資総額の３分の２以上を

所有又は出資している企業 

 ③ 役員の半数以上を大企業の役員

又は職員が兼務している企業 

 ④その他大企業が実質的に経営に参

画していると考えられる場合 

開発事業費 助成対象経費の３分の２ 

（限度額３００万円、千円未満

の端数切捨て） 

 

 

 

 

別表 



②ソフトウェア開発費助成 

ソフトウェア開発を行う企業に対し、開発

に係る経費の一部を助成する。 

中小企業基本法に定められた中小企業

者のうち、製造業または情報通信業そ

の他区長が認める業種に属する事業を

営むもの（以下「中小製造業者・情報

通信業者等」という。）で、区内に１年

以上継続して主な事業所を置く見込み

のあるものおよびそのグループ。ただ

し、みなし大企業を除く。 

開発事業費 助成対象経費の３分の２ 

（限度額１００万円とし審査

により決定する。千円未満の端

数切捨て） 

③ＩＳＯ認証取得費助成 

ＩＳＯ認証取得のための講座・研修受講

費、コンサルタント委託費、審査費の一部

を助成する。 

区内に１年以上継続して主な事業所を

置く中小企業者。ただし、みなし大企

業および区長が別に定める業種を除

く。 

内部監査員養成等を目的と

した講座・研修受講費 

コンサルタント委託費 

審査費 

助成対象経費の３分の２ 

（限度額６０万円とし、申請件

数により調整する。千円未満の

端数切捨て） 

④特許権取得費助成 

国内の特許権取得のための弁理士費用、特

許庁費用の一部を助成する。 

区内に１年以上継続して主な事業所を

置く中小企業者。ただし、みなし大企

業および区長が別に定める業種を除

く。 

弁理士費用、特許庁費用（出

願料、審査請求料、審判請求

料、特許料、登録料） 

助成対象経費の３分の２ 

（限度額２０万円とし、申請件

数により調整する。千円未満の

端数切捨て） 

販路拡大支援事業 ①国内・オンライン展示会出展費助成 

区長が指定した国内で行われる展示会ま

たはオンラインにより行われる展示会に

出展する企業に対し、その出展料の一部を

助成する。 

区内に１年以上継続して主な事業所を

置く中小企業基本法に定められた中小

企業者（以下「中小企業者」という。）

およびそのグループ。ただし、みなし

大企業および区長が別に指定する業種

を除く。 

出展料 助成対象経費の３分の２ 

（国内展示会は限度額３０万

円、オンライン展示会は限度額

２０万円とし、申請件数により

調整する。千円未満の端数切捨

て） 



②海外展示会出展費助成 

区長が指定した海外で行われる展示会に

出展する企業に対し、その出展に係る経費

の一部を助成する。 

区内に１年以上継続して主な事業所を

置く中小企業者およびそのグループ。

ただし、みなし大企業および区長が別

に指定する業種を除く。 

出展料 

展示品等運送費・保険料 

通訳人件費 

助成対象経費の３分の２ 

（限度額６０万円とし、申請件

数により調整する。千円未満の

端数切捨て） 

産学連携推進事業 ①都立産業技術研究センター使用料等助

成 

区長が指定した都立産業技術研究センタ

ーおよび公設試験研究機関等が提供する

サービスを利用した場合、その経費の一部

を助成する。 

区内に１年以上継続して主な事業所を

置く中小製造業者・情報通信業者等。 

ただし、みなし大企業を除く。 
 

①都立産業技術研究センタ

ーにおける次の利用料 

技術支援料 

製品開発支援料 

研究開発料 

②国立研究開発法人産業技

術総合研究所における次の

利用料 

依頼試験料 

開放設備使用料 

助成対象経費の３分の２ 

（限度額１０万円、千円未満の端

数切捨て） 

 

 

②産学連携開発支援 

製品開発等に際し、大学・研究機関等と連

携して共同研究等を行う際、その経費の一

部を助成する。 

区内に１年以上継続して主な事業所を

置く中小製造業者・情報通信業者等。 

ただし、みなし大企業を除く。 

共同研究等委託費 助成対象経費の３分の２ 

（限度額１００万円、千円未満の

端数切捨て 

 
 



 

第１号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

品 川 区 長 あて 

 

所在地 

事業者    

代表者     

   

 

品川区産業活性化支援事業助成金交付申請書 

 

 

 

 品川区産業活性化支援事業助成金交付要綱第５条の規定に基づき、下記のとお

り助成金の交付を申請します。 

 

記 

 

（１）実施交付対象事業名  

 

（２）事業実施計画書  別紙（様式１－１）のとおり 

 

（３）助成事業に要する経費および補助金交付申請額 

 

①助成対象経費     円 

 

②助成金交付申請額    円 

 

（４）経費内訳書  別紙（様式１－２）のとおり 

 

 

 

 

担 当 

連絡先 

電 話 

Ｅ‐mail 



 

様式１－１ 

１．事業実施計画書 
 

事 業 名  

  

事業実施者 

（名称） 

 

（所在地） 

 

（資本金）       万円   （従業員）       名 

（品川区に事業所を設置した年）            年 

事業予定期間  

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待される 

効果 

 

助成対象経費 

総  額 
 



 

様式１－２ 

経費内訳書   事業名「         」 

 

助成対象経費 金    額 備    考 

    

   

   

   

   

   

   

計   



 

 

第２号様式（第６条関係） 

 

 

                             番      号 

  年  月  日 

 

         様 

 

 

    品川区長       □印 

 

 

品川区産業活性化支援事業助成金交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付で申請のあった助成金について、下記のとおり交付すること

を決定したので通知します。 

 

 

記 

 

１．助成事業名    

 

 

２．助成金交付決定額    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 

額 

千 百 

 

 

十 

 

 

万 

 

 

千 

 

 

百 

 

 

十 

 

 

円 

 

 



 

第３号様式（第６条関係） 

                番     号 

  年  月  日 

 

 様 

 

 

品川区長       □印 

 

 

品川区産業活性化支援事業助成金不交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付で申請のあった助成金について、下記のとおり不交付と

することを決定したので通知します。 

 

記 

 

１．助成金不交付となった事業名 

 

２．理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４号様式（第７条関係） 

 

 

請  求  書 

 

 

 

 

 

 

交付対象事業名 「               」 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

品川区長 あて 

 

 

 

    年  月  日付   第  号で交付確定通知のあった助成金について

品川区産業活性化支援事業助成金交付要綱第７条の規定に基づき、上記のとおり請求

します。 

 

 

 

 
 

所在地           

                   事業者           ○印 

代表者   

    

 

 

 

金 

額 

千 百 

 

 

十 

 

 

万 

 

 

千 

 

 

百 

 

 

十 

 

 

円 

 

 



 

第５号様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

品川区長 あて 

 

所在地              

  

事業者               

 

代表者              

 

 

品川区産業活性化支援事業中止（変更）承認申請書 

 

 

  年  月  日付  第  号で交付決定通知のあった助成事業を下記のと

おり中止（変更）したいので、品川区産業活性化支援事業助成金交付要綱第８条の規

定に基づき申請します。 

 

記 

 

１．実施事業名 

 

 

２．中止（変更）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６号様式（第８条関係） 

 

番     号 

  年  月  日 

 

        様 

 

品川区長      □印 

 

 

品川区産業活性化支援事業中止（変更）承認通知書 

 

   年  月  日付で中止（変更）承認申請のあった助成事業について下記のと

おり承認します。 

 

記 

 

承認内容 

 

１．交付対象事業名「                    」 

 

２．別添「助成事業中止（変更）承認申請書」のとおり 

 

３．付帯条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第７号様式（第１１条関係） 

   

年  月  日 

 

 

品 川 区 長  あて 

 

所在地             

事業者              

代表者             

 

 

品川区産業活性化支援事業助成金実績報告書 

 

 

  年  月  日付  第  号で交付決定通知のあった助成事業について、品

川区産業活性化支援事業助成金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり報告

します。 

 

記 

 

１．実施事業名 

 

２．助成対象経費総額 

 

３．助 成 金 額 

 

４．助成事業の実績報告 （１）助成事業実施内容および成果 

             （注）助成事業の成果を明らかにするための報告書を添

付すること。 

            （２）助成事業収支決算書 

             （注）領収書等支払金額の確認できる書類を添付してく

ださい。 

 

 

 



 

第８号様式（第１２条関係） 

                             番      号 

  年  月  日 

 

         様 

 

 

品川区長       □印 

 

 

品川区産業活性化支援事業助成金交付確定通知書 

 

 

  年  月  日付第  号で通知した助成決定について、下記のとおり交付金

額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

１．助成事業名    

 

２．助成金交付確定額    

 

 

 

 

 

 

金 

額 

千 百 

 

 

十 

 

 

万 

 

 

千 

 

 

百 

 

 

十 

 

 

円 

 

 


